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［各国にみる社会保障施策の概要と最近の動向（スウェーデン）］

スウェーデン

1 社会保障制度の概要  
(1) 社会保障制度の全体像

スウェーデンの社会保障制度は、広範かつ高水準の

所得保障を特徴としており、年金、児童手当、傷病手当

などの現金給付が国の事業として実施されている。保

健･医療サービスは、ランスティング（日本の県に相当

する広域自治体）等が供給主体となっている。福祉

サービスは、コミューン（日本の市町村に相当する基礎

的自治体）によって担われており、高齢者福祉サービス、

障害者福祉サービス等が実施されている。

スウェーデンの社会保障給付費（2004年）は8,464

億万8,700クローナ（1クローナ＝14.71円）、対GDP 比

32.9％となっている。

(2) 社会保障制度を担う組織体制

社会保障制度に係る組織体制については、国レベ

ルでは、社会省（Socialdepartmentet）が法律･政策案

の準備･国の予算作成等を行い、行政執行は、規則制

定を含め、社会保険庁（Försäkringskassan）、保健福

祉庁（Socialstyrelsen）等独立性の高い多数の中央行

政庁が担当している。

地方自治体については、保健･医療サービスについ

ては18のランスティング、2のレギオン（ランスティング

より権限が広い広域自治体）及びこれらに属さないコ

ミューンであるゴットランドという計21の自治体が担当

し、福祉サービスについては290のコミューンが担当し

ている。ランスティングは我が国の県と異なり担当する

事務の範囲が限られており、その中心的事務は医療

サービスの提供となっている。また、ランスティング、コ

ミューンとも自主財源比率が高い。

2 社会保険制度等  
(1) 制度の概要

スウェーデンの「社会保険」は、我が国とは異なり、よ

り広く税財源で賄われる各種の手当を含み（社会扶助

は含まない）、また労災保険も含むが、失業保険は含ま

ない。給付の内容は現金給付（所得保障）であり、我が

国の医療保険や介護保険のように、主としてサービス

費用を賄うための制度ではない。医療や介護のサービ

スは社会保険に含まれず、税により賄われている（一

部自己負担）。社会保険制度は、基本的に職域の別なく

スウェーデンに住む全住民に適用される。また、各種給

付は所得制限を設けず、従前賃金の一定水準を保障

するという形態が多い。なお、社会保険庁は給付の支

給に係る事務のみを取り扱い、社会保険料の徴収は国

税庁が所管している。

社会保険制度として位置付けられている諸給付は、

①家族や児童に係る経済的保障、②傷病や障害に係

る経済的保障、③高齢者に対する経済的保障、の3つ

に分類される。

まず、①の分類に属するものとしては、両親手当、児

童手当、養育費補助、住宅手当等がある。このうち住宅

手当は、子どものいる家庭や28歳以下の子どものいな

い若年者を対象に、子どもの数、住居の大きさ、所得に

応じた額を支給するものであり、所得制限がある。約

13.9万件が女性の単親又は独身世帯（平均月額約

1,502クローナ）、約4.1万件が男性の単親又は独身世

帯（同949クローナ）、約4.1万件が夫婦同居家庭（同

1,621クローナ）に支給されており（2004年12月）、母

子･父子家庭に対する経済的支援の制度として機能し

ている。また、支給額ベースで見た場合、約62％が女

性の単親又は独身世帯向けである。このほか、①の分

類に属するものとしては、児童が傷病、障害等のため

に特別な介護等が必要な場合に支給される障害児介

護手当がある。

次に、②の分類に属するものとしては、労働者の傷

病による所得の低下に対する傷病手当がある。病気等

になってから最初の14日間については、雇用主から傷

病給与を受け（なお、初日は待機日で支払いがない）、

それ以降は社会保険事務所から傷病手当を受けるこ

ととなる。手当の額は、従前所得の80％で、年収29万

7,700クローナを超える場合は、同額を上限の年収と

して算出する（2006年）。なお、同額は物価基礎額

（prisbasbelopp；毎年、政府が物価の動向に基づいて

定める額で、年金や各種社会保障手当の算定基準と

なる）39,700クローナ（2006年現在）の7.5倍である。
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2005年1月から、適切なリハビリテーションの機会を

与える等により職員の職場復帰を実現できない雇用

主については、15日目以降に職員に支給される傷病

手当に係る費用の15％が負担させられることになった

（ただし、費用負担の上限がある）。このほか医療関係

の社会保険給付として、薬代に係る給付、歯科治療に

係る給付などがある。また、障害関係の給付として、活

動年金及び傷病年金（後述）があり、これらは日本の障

害年金に相当する。このほか、障害手当、介助者手当、

家族介護手当、自動車補助などがある。労災手当も②

に分類される。労災手当は、労災により生じた固定障

害に対する給付である。労災の場合にも短期給付とし

ては前述の傷病給与、傷病手当が支給され、その支給

条件等も同じである。固定障害と認定され、傷病休職

が終了しても就業能力が低下した状態が続いている

場合には、その者の従前所得（傷病手当と同様に、29

万7,700クローナを上限とする）に失われた就業能力

を乗じた金額が支給される。2003年1月には、特別労

災手当（待機日についても所得を補償するため、労災

保険から支給される手当）を創設する等の改正が実施

された。

最後に、③の分類に属するものとしては、老齢年金･

遺族年金のほか、低額の老齢年金受給者等のための

年金受給者住宅手当（BTP）、年金受給者特別住宅手当

（SBTP：BTP 受給者のうち特に低所得者を対象とする

もの）、高齢者生計費補助（SBTP 受給者のうち特に低

所得者を対象として支給される手当）といった制度が

ある。

(2) 年金制度

老齢年金は、1999年の制度改正により、賦課方式で

運営される所得比例年金と積立方式で運営される積

立年金（プレミアム･ペンション）を組み合わせた仕組

みに制度体系が再編され、また、年金額が一定水準に

満たない者には、国の税財源による保証年金制度が

設けられている。

支給開始年齢は、61歳以降自ら選択することができ

る（支給開始年齢に応じて年金額を増減）が、保証年

金は65歳からの支給である。所得比例年金の支給額

は生涯に納付した保険料額の水準と平均余命などを

基に算出され、また積立年金の支給額は納付保険料

の積立分とその運用利回りによって決定される。なお、

積立年金の運用機関は登録された金融機関等の中か

ら個人が選択する仕組みになっている。所得比例年金

と積立年金の保険料率の合計は、将来にわたって被用

者、使用者負担分を合わせて、18.5％に固定すること

とされており、原則としてそのうち16％が所得比例年

金分、2.5％が積立年金分として充てられる。

新制度に基づく年金支給は経過措置とともに段階

的に導入されるが、特に2003年1月には、旧制度（基

礎年金及び付加年金制度）に基づく従前の給付が廃止

（裁定替え）されるなど、新制度への完全移行が実現し

た。

遺族年金は、2003年1月に改正が実施された。有期

（10か月）の生活転換年金及び延長生活転換年金（同

居している18歳未満の子がいる場合）、寡婦年金

（1990年に廃止されたが経過的に支給）、遺児年金な

どの種類がある。

障害年金（活動年金及び傷病年金）についても

2003年1月に改正が実施された。改正後の活動年金

は19～29歳の者を対象とする有期給付（一回につき

3年が上限、ただし更新あり）であり、傷病年金は30～

64歳を対象とする無期又は有期の給付である。いずれ

も医療的理由によって1年以上にわたり4分の1以上就

業能力を喪失した場合に支給される。

家族・児童に係る経済的保障
両親保険
　妊娠手当
　両親手当
　一時的両親手当
児童手当

住宅手当
障害児介護手当
養育費補助
遺児年金・遺児手当
他

傷病・障害に係る経済的保障
傷病手当
介助者手当
活動年金・傷病年金
年金受給者住宅手当
年金受給者特別住宅手当
障害手当

労災保険
　労災手当・特別労災手当
家族介護手当
自動車補助

他

高齢者に対する経済的保障
老齢年金
年金受給者住宅手当
年金受給者特別住宅手当
高齢者生計費補助

遺族年金
　生活転換年金・延長生活転換年金

他

資料出所 スウェーデン社会保険庁“The Scope and Financing 
of Social Insurance in Sweden 2003-2006”
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(3) 保健医療サービス

スウェーデンの医療は、税方式による公営サービス

が中心となっている。すなわち、基本的にはランスティ

ングが医療施設を設置、運営し、費用はランスティング

の税収（主として住民所得税）及び患者一部負担に

よってまかなわれる仕組みとなっている。

病院の予算等はランスティングごとに異なっている

が、全ランスティングで見れば総支出の93％を医療関

連経費（歯科を含む）が占めている（2004年）。

患者自己負担の水準は、「保健医療法」において設

定された全国的な上限額の範囲内で、各ランスティン

グが設定するのが原則である。

具体的には、外来では通院1回当たりの定額が、初

診か否か、患者の年齢、訪問先等に応じて設定されて

いる。2006年においては、通常のプライマリケア（家庭

医等による初期診断）の外来の場合1回当たり100～

150クローナとなっている。法律による患者の自己負

担額の上限は全国一律1年間900クローナであり、ラン

スティングはこれより低い額を定めることもできる。多

くのランスティングでは20歳未満の子については無料

である。

入院に係る患者自己負担については、1日当たりの

定額が患者の年齢･所得、入院日数等に応じて設定さ

れている。法律による上限額は1日当たり80クローナ

である。2006年の自己負担額は、1日当たり概ね40～

80クローナである。入院についても、20歳までは無料

とするランスティングが多い。

薬剤については、社会保険制度による給付として全

国一律の自己負担額が設定されており、1年間で

1,800クローナが上限である。

なお、国民経済に占める医療の規模を見ると、総保

健医療費の対GDP 比は9.1％、うち公的支出は7.7％

（2004年。OECD“Health Data 2006”）となっている。

3 公衆衛生施策  
(1) 保健医療施策

ａ公衆衛生の現状

2005年のスウェーデン国民の平均寿命は男性

78.42歳･女性82.78歳、乳幼児死亡率は千人当たり

2.41人となっており、世界最高水準の健康･衛生状態

を誇っている。保健福祉庁が取りまとめた「2005年公

衆衛生レポート」によれば、現在のスウェーデンが抱え

る課題としては、アルコール問題、若年者の生活習慣

等の問題、肥満の増大、単親家庭など特定グループの

高い健康リスクの問題、高齢化に伴う特定の疾病対策

の必要性などがあり、政府はこれらの問題に積極的に

取り組んでいる。

ｂ健康増進

公衆衛生全般については、政府が2002年12月に国

会に提出した「公衆衛生目標」がある。この中では、「社

会参加」、「経済的･社会的保障」、「成育のための安全･

健全な条件」、「職業生活における健康」、「健康で安全

な環境と製品」、「健康を積極的に促進する保健医療

サービス」、「感染症の効果的予防」、「安全な性行為と

良好なリプロダクティブ･ヘルス」、「運動の増加」、「良

好な食習慣と安全な食品」、「喫煙･飲酒の減少、ドラッ

グ･フリー社会及び過剰な賭博による害悪の削減」と

いった11分野にわたって、政府が推進すべき目標が盛

り込まれている。

このうち、政府が最も重要視しているのはアルコー

ル・薬物乱用対策である。2001年2月に国会で議決さ

れた「アルコール関連の害悪防止に関する行動計画」

では、2001年から2005年までの計画期間中にアル

コールによる医療的･社会的害悪を減少させるとの基

本目標が示された。また、2002年1月に政府が国会に

提出した「麻薬に係る行動計画」では、2002年から

2004年までの間に政府が講じる対策として、関係行

政機関･地方自治体その他関係者間の調整等を任務

とする薬物対策調整官を政府内に設置することが定め

られた。これらの計画が期限を迎えたのを踏まえ、

2005年11月に政府は新たな「アルコール及び麻薬に

関する国家行動計画」を国会に提出し、2006年2月に

承認された。同計画では、2006年から2010年までの5

年間に政府が達成すべき目標等について定められて

いる。アルコール関連では、若年者が飲酒の習慣を身

につけることを防止する観点から、「アルコールの無い

環境の中での育成の実現」、「飲酒を始める年齢を遅ら

せること」、「アルコールの無い環境の実現」、「交通・労

働生活・妊娠において飲酒を無くすこと」、「違法なアル
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コール輸入の禁止」を目標として掲げている。また、薬

物対策関連では、「麻薬中毒に陥るような機会の低減」、

「麻薬中毒患者が中毒から抜け出すことを可能にする

こと」、「国民が麻薬そのものへ接する機会を低減させ

ること」を目標として掲げている。

(2) 医療施設

スウェーデンの医療提供は、公営サービスが中心で

あり、これに関連して医療機関の役割分担が明確に

なっている。具体的には、特に高度先進的な医療を提

供する圏域病院が全国6つの保健医療圏に計9つあり、

またランスティングごとに当該ランスティング全体をカ

バーするレーン病院と、ランスティング内を複数の地

区に分けてカバーするレーン地区病院があり、さらに

プライマリケアを担当する計1,036の保健医療センター

（公立およそ780、私立およそ250）がある（2004年）。

1991年当時、ランスティングに属する病床数は全国

で約9万4,000床（人口千人当たり10.8床）であったが、

2004年には約2万7,000床（人口千人当たり3.0床）と

なっており、1992年に実施されたエーデル改革で約3

万1,000床が福祉施設としてコミューンに移管された

ことや1995年の精神保健福祉改革による影響を考慮

しても、1990年代を通じて病床数が相当程度縮減さ

れている。

(3) 医療従事者

医療従事者については、職種の専門分化が進んで

いるのが特徴である。例えば看護師については、地域

医療、小児科、外科、老年科、救急などの分野ごとに専

門看護師資格が設けられている。医療従事者数は看

護補助職種を中心に減少傾向にあり、全体で1995年

の約35万人（全賃金労働者の9.0％）から2003年には

約31.2万人（全賃金労働者の7.6％）にまで減少してい

る。一方、医療従事者は医師･看護師など職種や地域

による差はあるものの総じて不足しており、人材の量

的確保及び資質の向上が重要な課題となっている。

4 公的扶助制度  
我が国の生活保護に当たる社会扶助は、コミューン

の責任の下に運営されており、財源はコミューンの一

般財源である。対象者はスウェーデンに1年以上居住

する18～64歳の者で、公共職業安定所に求職登録し

たうえで、就労能力のある者には求職活動が要求され

る。給付額は申請者の資力と所得を総合的に算定した

額と各コミューンが決めた基準額との差額となる。

2005年には、約22万5,000世帯（18歳～64歳に属す

る世帯の約6.0％）が受給しており、支給総額約86億ク

ローナ（1世帯平均約3万8,100クローナ）、平均支給期

間は5.8か月となっている。これらは1996年をピーク

に2003年まで減少を続け、2004年に若干の増加をみ

たものの、2005年には再び減少に転じた。受給世帯類

型別に見ると、シングルマザー世帯の21％が受給者と

なっていること、受給者年齢別では18歳～29歳の世

代が全受給者の40％を占めるなど若年世代の受給者

比率が高いこと、外国生まれの国民（難民は除く）の

12％が受給していること（スウェーデン生まれの国民

の場合は2.1％）、長期失業者（年間を通じて公共職業

紹介に登録されている者）は受給者の約5％になって

いること、が特徴である。

5 社会福祉施策  
(1) 社会福祉施策全般

スウェーデンの社会福祉サービスは、「個人及び家

族に対するサービス」、「高齢者及び障害者に対するケ

ア」の2つに大別される。

「個人及び家族に対するサービス」とは、さまざまな

理由により支援･保護等を必要とするグループに対す

るものであり、児童、家族、アルコール･薬物中毒者等

に対する助言、支援、ケア、治療、経済的支援（社会扶

助）等を行うものである。また、この中には、本人の同意

なしに強制的に実施される、例えば虐待の被害者のケ

アのようなものも含まれる。

一方、「高齢者及び障害者に対するケア」とは、「社会

サービス法」、「保健医療法」及び「特定の機能的障害

者に対する援助及びサービスに関する法律」の規定に

基づく高齢者及び障害者に対するケア、サービスであ

る。

(2) 高齢者保健福祉施策

スウェーデンでは、65歳以上の高齢者の比率は
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1984年に17％台に達して以降は安定的に推移してい

るが（2005年17.3％）、人口高齢化は後期高齢者の増

加という形で現れており、80歳以上人口比率は1985

年の3.7％から2005年には5.4％まで高まってきてい

る。

高齢者福祉サービスには、我が国と同様、在宅サー

ビス（ホームヘルプサービス等）と施設サービスがある。

スウェーデンにおける「施設」は高齢者のための「特別

な住居」として考えられており、これら施設には、高齢

者の集合住宅であるサービスハウス、重度の介護が必

要な者のためのナーシングホーム、認知症の者のため

のグループホームなどがある。2004年現在、65歳以

上の者の7％、80歳以上の者の17％が「特別な住居」

で暮らしている。サービスの提供主体は基本的にコ

ミューンであるが、民間委託も首都ストックホルムを中

心に増大傾向にある。2004年には高齢者が受けた

ホームヘルプサービスのうち約9％、高齢者が居住する

「特別な住居」のうち約13％は民間主体によるもので

ある。

また、サービスの費用は、基本的にコミューンの税財

源とサービス利用者の自己負担で賄われる。その具体

的内容はコミューンごとに異なるが、2001年の社会

サービス法改正の結果、2002年7月から高齢者･障害

者福祉サービスに係る利用者負担限度額保障制度が

導入された。これは、サービスの利用者負担に全国一

律の上限額を設定するとともに、利用者負担額を支

払った後に利用者の手元に残る額の下限額を設定す

るものである。2006年には利用者負担の月当たりの上

限額は、ホームヘルプ等について物価基礎額の48％、

1,588クローナ、施設サービスについて物価基礎額の

50％、1,654クローナとなっている。また利用者の手元

に残る月当たりの最低所得保障額は、単身者について

物価基礎額の129.4％、4,281クローナ、配偶者がいる

者それぞれについて物価基礎額の108.4％、3,586ク

ローナとなっている。

(3) 障害者福祉施策

障害者関係施策は、福祉サービスや所得保障施策

（障害年金などの現金給付）のほか、教育、住宅、交通、

就労支援、文化、福祉機器の提供など幅広い分野にお

いて障害者の完全参加と平等の理念の下に実施され

ている。障害者サービスはコミューンを中心として運営

されており、ホームヘルプ等の在宅サービスや、グルー

プホーム、サービスハウス等の施設サービスがある。

また、国レベルの施策として、「職業生活における障

害者差別の禁止に関する法律」、「大学における学生

の平等な取扱いに関する法律」といった法律が制定さ

れ、さらに、「障害者オンブズマン法」に基づき国に設け

られた障害者オンブズマンが、障害者の完全参加と平

等の理念の実現を図るためのモニタリング、フォロー

アップ等を行っている。

2000年5月に国会で可決された「障害者施策に係る

行動計画」においては、政府関係機関が講じるべき措置

（建物のバリアフリー化、資料作成や政府調達に当

たっての配慮など）、建物･交通機関等のバリアフリー

化、地方自治体におけるサービスの向上、障害者に対

する教育の充実、障害者雇用の促進、必要なリハビリ

テーションの確保などの幅広い対策が盛り込まれてい

る。2002年12月及び2006年3月に、行動計画の進捗

状況についての政府報告書が公表され、国会に提出さ

れた。

6 家族施策  
(1) 児童手当･養育費補助

児童手当は、（基礎）児童手当、延長児童手当、付加

的児童手当（多子加算）から成る。

基本的に国内に居住する16歳未満の子どもを持つ

親は、子ども1人当たり月額1,050クローナの児童手当

を受けることができる。

延長児童手当は、子どもが16歳を過ぎても義務教

育相当の学校に通っている間支給されるものである。

養育費補助は、両親が離婚して一方の親と同居して

いる子どもに対して、もう一方の親が予め合意した養

育費を支払わない場合等に最高で月額1,273クロー

ナを社会保険制度から支給するものである。この場合、

本来養育費を支払うべき親は、原則として社会保険事

務所から子どもに支給された額を返済しなければなら

ないこととされており、その点で、この養育費補助は、

他の手当とは性質が異なり、児童の経済的保障等のた

めの国による養育費立替え払い制度ということができ
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る。なお、2003年1月には、養育費を支払うべき親の死

亡により遺児年金を受給できる場合には、養育費補助

を支給しないこととする改正が行われた。

(2) 保育サービス

スウェーデンの保育サービスには、対象児童の年齢

に応じて、基本的に1～6歳児（就学前）を対象とする

保育所（プレスクール）、就学している児童を対象とす

る学童保育所（アフタースクール･センター又はレ

ジャータイム･センター）、そして両者（1～12歳児）を

対象とする家庭保育（ファミリー･デイケア）がある。な

お、6歳児については教育制度の一部として就学前学

級（プレスクール･クラス）制度が設けられている。

保育所には、通常の保育所と開放型保育所（オープ

ン･プレスクール）がある。このうち、開放型保育所は父

母等が児童とともに自分で日を選んで任意の時間に

訪問できる施設で、地域の子どもの遊び場であると同

時に父母等に交流の機会を提供している。

家庭保育は、一定の資格を有する保育担当者が、自

分の家で数人の児童を保育するものである。

2004年において1～6歳児の82.8％（うち保育所

64.1％、学童保育所13.0％、家庭保育5.8％）、7～9歳

児の73.9％（うち学童保育所72.9％、家庭保育0.9％）、

10～12歳児の10.2％が保育サービスを利用している。

なお、0 歳児の保育所利用は稀（13人）であり、6歳児

のほとんど（94％以上）は就学前学級を利用している。

保育サービスはコミューンの担当であるが、2004年

において、保育所に通っている児童の約17％（1994

年には約12％）、学童保育所に通っている児童の約9％

（1994年には約4％）はコミューンが設立したもの以外

の施設（親等の共同運営や企業によるもの）に通って

おり、サービスの民営化が徐々に進展している。

保育サービスについては、2001年以降段階的に改

革が実施されている。改革は4つの部分に分けられ、第

1の改革は失業家庭の児童に対し最低1日3時間ない

し1週15時間の保育サービスを確保するというもので、

2001年7月から実施されている。第2の改革は、親が

育児休業中である児童に対し、最低1日3時間ないし1

週15時間の保育サービスを確保するというもので、

2002年1月から実施されている。第3の改革は、保育

サービスの自己負担額について、2002年1月から上限

額を設定する制度の導入である。これは、各コミューン

の判断で導入することとされているが、2003年1月時

点で全てのコミューンがこの制度を導入している。第4

の改革は、コミューンは4歳以上の児童に対し、秋学期

から、最低年間525時間以上の保育サービスを提供し

なければならないというもので、2003年1月から実施

された。

(3) 育児休業及び両親保険

スウェーデンの主な育児支援策として、育児休業制

度及び育児休業期間中の所得保障を行う両親保険制

度がある。育児休業は、児童が 8歳又は義務教育第1

学年終了までの間に取得することができる。

両親保険の給付は、妊娠手当、両親手当、一時的両

親手当から成る。

妊娠手当は、女性が妊娠により仕事に就くことがで

きない場合に、出産直前の2か月間のうち最高50日間

支給される（両親手当と同額）。

両親手当は、子どもの出生･養子縁組に際し育児休

業をした期間について合計480日間まで支給される。

父親･母親はそれぞれ240日間までの受給権を有する

が、そのうち60日間を除けば、父親･母親間で受給権

を移転できる。両親手当は、子どもが 8 歳又は小学校

の第1学年を終了するまで受給することが可能である。

両親手当の支給額は、480日間のうちの390日間まで

は所得の80％相当額が支給される。なお、年収が29

万7,700クローナを超える場合は、29万7,700クロー

ナを上限の年収として算出する。この結果、652クロー

ナ（297,700×0.8/365）が日額上限となる。また、年収

が低くても最低保障額として日額180クローナが支給

される。残り90日間については年収に関わりなく一律

日額60クローナが支給される。なお、通常の勤務時間

の4分の1、2分の1、4分の3又は8分の7だけを勤務し

た場合に、4分の3、2分の1、4分の1又は8分の1の支

給額を受給することも可能である。

一時的両親手当は、原則として12歳未満の子どもの

看護等のための休業期間について子ども1人当たり原

則年60日間まで支給される。また、父親については、出

産前後の付添い等のための休業について、10日間の
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一時的両親手当受給が認められている。なお、両親が

学校訪問等のために休業する場合に支給されていた

一時的両親手当（年1日間のコンタクト･デー制度）は、

2003年1月に廃止された。

7 近年の動き･課題･今後の展望等  
(1) 概　要

2005年のスウェーデンは2004年に続き堅調な経

済成長を見せ、GDP成長率は2.7％であった。年当初に

は成長に減速感もみられたが、輸出中心の成長から家

計部門・企業の設備投資といった内需中心の成長へ

の切り替えが上手くいった結果と評価できる。好調な

法人税収等により中央政府支出も黒字化された。しか

し、消費拡大の背景には住宅を中心とした不動産購入

があり、低金利と右肩上がりの不動産市場が基調にあ

る。このため、バブルの再来を懸念する向きもあり、中

央銀行は主要金利（レポ金利）を引上げ、景気の過熱

に対する警戒を示している。

他方、2005年もスウェーデンは引き続き、失業問題

には苦しんでいるように見える。2004年に指摘され始

めた「雇用創出なき成長」（Jobless growth）の傾向は

続き、雇用情勢は一進一退である。自動車産業のよう

な輸出産業においても、経済の好調が直ぐに雇用者増

には結びついておらず、増産分は生産性の向上等で

吸収されている。主な雇用の受け皿はサービス産業で

あるが、ここでも予想されたようには多くの雇用が生ま

れていない。

2006年9月17日の総選挙による政権交代まで12年

間にわたり政権の中心を担った社会民主労働党（以下、

社民党）は、伝統的な労働プログラムによる公的セク

ターを中心とした雇用吸収・下支えを目指した。しかし、

グローバリゼーションの進展等、国際情勢・経済基調

が変わってきている中で、このような政策が引き続き

有効なのかどうか不透明感が増している。今回の選挙

においては、こうした伝統的なスウェーデンモデルに

対する国民の審判が下されたといえるかもしれない。

新たに政権についた穏健党を中心とする中道右派

連合（穏健党・自由党・中央党・キリスト教民主党）は、

雇用政策として、失業者への手厚い所得補償といった

従来の高負担高福祉モデルから、失業手当の減額や

長期失業者向け再就職支援の拡充といった就労促進

策へと政策の軸足の転換を提起している。

(2) 当面の課題

ａ保健医療

スウェーデン病とも言われる傷病手当について政府

は「2008年までに半減する」との目標を2002年に掲

げ、2005年からは受給認定を厳しくするなどにより、

受給減に一定の成果を上げてきた。しかし、傷病手当

が減る一方、活動年金・傷病年金（障害年金に相当）受

給者が増えるなど、トータルコストとしては頭打ちある

いは増加傾向も見られている。他方、傷病手当が認め

られなかった国民の間に不満が募ってきており、政治

問題化する危険性があるなど、有効な対策に関する決

め手がない状況にある。傷病手当のあり方については、

引き続き試行錯誤が続くことが見込まれる。

医療関係では、2005年11月より「診療保証」

（Vårdgranti）が実行に移されている。これは、①プライ

マリケア医への電話あるいは訪問によるコンタクトを

当日中に、②7日以内にプライマリケア医による診療を、

③専門医による診療が必要と判断された場合、90日以

内に専門医による診療を、④専門医による診療の結果、

手術が必要とされた場合、90日以内に手術を受けられ

るようにすることを保証するプログラムである。国民の

医療に対する信頼感は概ね高いが、他方で、ランス

ティングごとの医療水準の違いや、患者が集中する都

市部の基幹病院における待ち時間の問題が潜在的な

不満として国民の間にくすぶっている。また、歯科診療

については原則自由診療とされており、高額な歯科治

療代に対する国民の不満が強い。

今回12年振りに政権についた穏健党を中心とする

中道右派連合は、こうした国民の不満に対していくつ

かの提言を行っている。2007年の社会保障分野にお

ける予算案において「医療へのアクセスの向上と医療

の質の向上」を掲げ、「診療保障制度の改善」、「質の評

価制度及び補償制度の向上」、「医療におけるIT化投

資」、「歯科医療改革」等を行うこととしている。

ｂ家族政策

2005年には現金給付を中心に次のような給付改善
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が約束され、その後実行に移されている。

・養育費補助の最高額を1,173クローナ/月から

1,273/月に引上げ（2006年1月1日より）。

・両親手当の額算定に係る年収の上限を物価基礎額

の7.5倍、297,700クローナから、物価基礎額の10倍、

397,000クローナに引き上げ（2006年７月より）。

・両親手当について、390日経過後の残り90日につい

て、60クローナ/日から180クローナ/日に引き上げ

（2006年7月1日以後に生まれた子を対象）。

・児童手当の額を1子当たり月100クローナ引き上げ

るとともに、これまで、第3子からだった多子加算を

第2子からとし、加算額も引き上げた（2005年10月1

日より）。第2子については、実質的に多子加算を創

設することになり、第1子：1,050クローナ/月、第2

子：2,200クローナ/月、第3子：3,604クローナ/月と

なった。

なお、2007年の社会保障分野における予算案では、

児童家庭分野において、バウチャー制度の導入、両親

保険における均等ボーナスの導入、就学前教育におけ

る教育学的要素の向上が挙げられている。

ｃ高齢者福祉等

2005年は、スウェーデン高齢者福祉において久し

ぶりに動きがあった年であった。2004年～2005年前

半においては、「家庭」とりわけ「子どもを持つ家庭」に

焦点が当てられた政策がとられる傾向が強く、2005年

春の財政政策提案（春の予算）が公表された際には、

「家庭が勝者、高齢者が敗者」といった報道もなされた。

しかし、夏を境にして高齢者関連の話題が目立つよう

になり、これに呼応するかのように政治的にも高齢者

政策を意識した発言が目立って増えることとなった。

論点は主に、①在宅から「特別な住居」への入居を希

望していながら実現されない高齢者が増えている問

題、②在宅を中心に適切な医療が提供されていない

問題（コミューンとランスティングの連携の悪さの問

題）、③配食サービスを受けている在宅高齢者を中心

とした食事の貧困さ及びその栄養の問題、④夫婦のう

ちどちらかが「特別な住居」に入居した場合、他方が

「特別な住居」への入居が認められないために生じる

夫婦別居の問題、⑤家事サービスの提供が減少してい

る結果として生じている転倒・転落等の事故の問題と

いったものである。

また、1992年のエーデル改革をフォローする動きと

して、2004年に政府報告書「一貫した在宅ケア」（SOU 

2004 ：68）が公表されている。この中では、特に在宅

看護とリハビリテーションの提供に関し、ランスティン

グとコミューンの間の連携が分断されている結果、在

宅の高齢者に対する一貫したケアが提供されにくく

なっている点が指摘され、また、在宅ケアへの医師の

関与をどのように確保するかが課題とされた。こうした

動向を踏まえ、スウェーデン政府は2006年3月22日に

政府法案「高齢者医療・高齢者ケア十か年戦略」

（Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om 

äldre, Prop.2005/2006:115）を国会に提出した。同

法案は同年5月30日に原案どおり国会において可決

成立した。今後10年間のスウェーデン高齢者福祉は同

法をベースに進められていくことになる。

ｄ労働政策

労働政策上の最大の課題は失業率を下げることで

ある。経済が好調であるにもかかわらず、統計上の失

業率は5％代半ばで高止まりしており、有効な失業対

策が喫緊の課題となっている。2006年9月17日の総

選挙の結果、12年間にわたる社民党を中心とする社

民党政権（社民党・左翼党・環境党）に代わり、穏健党

を中心とする中道右派政権（穏健党・自由党・中央党・

キリスト教民主党）が誕生した。両者の間で経済・社会

政策等を巡る大きな違いがなくなってきている中、労

働政策、取り分け雇用政策を巡る現状認識と解決策に

関する違いが注目されている。社民党が公共セクター

による雇用増や労働プログラムによる下支えをしつつ、

開発投資などにより民間セクターでの雇用増を期する

政策であったのに対し、穏健党は、より直接的に、長期

失業者を雇用する企業を中心とした企業減税（社会保

険料の減額等）、失業手当の切り下げ、中低所得層の

所得税減税等により、新規雇用の創出と労働者の就労

インセンティブを高める政策を掲げている。

政府による公共政策を重視するそれまでの社民党政権

と、労働市場による需給調整をより重視する中道右派政権の

路線の違いが今後どのような結果をもたらすか注目される。
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［各国にみる社会保障施策の概要と最近の動向（スウェーデン）］

（参考データ）

（百万クローナ）
年 1999 2000 2001 2002 2003

保健医療 165,078 180,405 184,672 200,932 207,462
うち現金給付 39,101 47,270 54,920 59,764 60,077
うち現金給付以外 125,977 133,135 129,752 141,168 147,385
障害者 82,064 84,969 91,315 101,334 111,966
うち現金給付 51,802 53,179 56,082 61,207 67,795
うち現金給付以外 30,262 31,790 35,233 40,127 44,207
高齢者 243,045 248,205 259,492 275,011 298,595
うち現金給付 188,062 191,059 198,336 210,060 230,669
うち現金給付以外 54,983 57,146 61,156 64,951 67,926
遺族 14,494 14,909 15,087 15,597 17,817
うち現金給付 14,494 14,909 15,087 15,597 17,817
うち現金給付以外 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
家庭・児童 61,341 61,669 66,912 70,181 74,727
うち現金給付 31,393 33,774 36,746 37,887 39,226
うち現金給付以外 29,948 27,895 29,666 32,294 35,501
失業 55,215 47,407 42,223 43,340 46,454
うち現金給付 47,019 40,366 34,983 36,300 39,850
うち現金給付以外 8,196 7,041 7,240 7,040 6,604
住宅 15,006 13,992 14,401 14,231 14,573
うち現金給付 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
うち現金給付以外 15,006 13,992 14,401 14,231 14,573
その他 16,064 15,655 15,194 15,922 17,116
うち現金給付 10,961 10,059 9,355 9,445 9,541
うち現金給付以外 5,103 5,596 5,839 6,477 7,575
合計
（　）はGDP比

652,307
（31.4%）

667,211
（30.4%）

688,796
（30.4%）

736,548
（31.4%）

788,710
（41.0%）

うち現金給付 382,832 390,616 405,509 430,260 464,939
うち現金給付以外 269,475 276,595 283,287 306,288 323,771

（参考）GDP 2,076,525 2,194,967 2,266,387 2,347,400 1,971,871

資料出所 スウェーデン中央統計局（SCB）“Statistisk Årsbok för Sverige 2006”

（百万クローナ）

給付名
収入 支出

保険料 国庫負担 その他 計 給付費 事務費 計

両親保険 22,742 118 － 22,860 23,029 826 23,855

児童手当 － 20,974 － 20,974 20,873 101 20,972

住宅手当 － 3,951 － 3,951 3,614 337 3,951

障害児介護手当 － 2,566 － 2,566 2,415 150 2,566

養育費補助 － 2,411 1,941 4,352 3,968 384 4,352

児童養育期間中の年金権 － 4,051 － 4,051 4,051 － 4,051

傷病手当・障害年金等 113,083 13,300 － 126,392 108,748 3,868 112,616

薬剤給付等 － 3,681 － 3,681 3,425 256 3,681

障害手当 － 1,293 － 1,293 1,205 87 1,293

(求職）活動補助 10,133 189 － 10,321 10,133 189 10,321

労災手当 7,246 180 － 7,426 6,478 403 6,889

自動車補助 － 250 － 250 222 28 250

介助者手当 － 10,127 2,726 12,853 12,748 105 12,853

老齢年金 AP基金 171,600 － 65,612 236,762 164,762 2,737 167,499

国庫 12,462 11,402 － 23,863 23,732 131 23,863

積立年金制度 20,021 － － 20,021 42 221 263

遺族年金 17,577 1,228 － 18,805 16,987 146 17,132

住宅費補助（BTP） － 11,359 － 11,359 10,964 396 11,359

高齢者生計費補助 － 594 － 594 587 6 594

部分年金 － 37 － 37 37 1 37

その他の給付 46 127 72 245 218 27 245

その他の事務費 － -1,021 － -1,021 － -1,021 -1,021

総　計 374,909 86,825 69,902 531,635 418,246 10,565 427,625

資料出所 スウェーデン社会保険庁（Försäkringskassan）"Scocial Insurance 
in Sweden 2005"

（％）

年
2004 2005 2006

使用者 被用者 使用者 被用者 使用者 被用者
疾 病 保 険 料 11.08 － 10.15 － 8.64 －
遺族年金保険料 1.70 － 1.70 － 1.70 －
老齢年金保険料 10.21 7.00 10.21 7.00 10.21 7.00 
両 親 保 険 料 2.20 － 2.20 － 2.20 －
労働災害保険料 0.68 － 0.68 － 0.68 －
労働市場保険料 3.70 － 4.45 － 4.45 －
小　　　計 29.57 － 29.39 － 27.88 －

一 般 賃 金 税 3.13 － 3.07 － 4.40 －
合　　　計 32.70 7.00 32.46 7.00 32.28 7.00 

（注）　 自営業者については異なる保険料率（2006：30.71％）が適用されて
いる。

年 2001 2002 2003 2004

専門医療病床 23,322 22,171 21,674 21,455
（対人口千人） (2.6) (2.5) (2.4) (2.4)

うち　内科短期治療用 10,496 10,499 10,080 10,145
　　　外科短期治療用 8,629 8,205 7,913 8,013
　　　短期治療用（区分なし） 849 666 965 823

　　　老年科 2,766 2,298 2,194 2,036
　　　その他 582 503 522 420

精神科病床数 5,218 4,875 4,587 4,488
（対人口千人） (0.6) (0.5) (0.5) (0.5)

小　計 28,540 27,046 26,261 25,943
（対人口千人） (3.2) (3.0) (2.9) (2.9)

プライマリケア病床数 273 265 255 127

ランスティング以外の主体が経営
する病床数 309 658 816 1,018

総　計 29,122 27,969 27,332 27,088
（対人口千人） (3.3) (3.1) (3.0) (3.0)

資料出所 地方政府連合会（SKL）“Statiskt om hälso- och sjukvård 
samt regional utveckling 2004”
（注1）　「利用可能ベッド数」に関する統計である。
（注2）　 2002年の「ランスティング以外の主体が経営する病床

数」の中には、以前は統計の対象としていなかった190床
が含まれている。
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（人）
年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Apotekare（薬剤師） － 1,562 1,762 1,917 2,052 2,216 2,373
Arbetsterapeuter（作業療法士） － 7,411 8,139 8,539 8,916 9,229 9,562
Barnmorskor（助産師） 7,386 7,542 7,627 7,724 7,777 7,826 7,909
Kiropraktorer（カイロプラクティック士） 143 336 373 407 431 456 478

Logopeder（言語療法士） 887 904 949 986 1,048 1,078 1,125
Läkare（医師） 30,487 31,141 31,845 32,656 33,533 34,578 35,777
Naprapater（ナプラパシー士） 618 664 706 733 785 822 842

Optiker（視能訓練士） 2,078 2,125 2,174 2,226 2,268 2,283 2,333
Psykologer（心理療法士） 6,715 6,919 7,085 7,292 7,498 7,709 7,841
Psykoterapeuter（臨床心理士） 3,288 3,452 3,586 3,713 3,751 3,867 3,929
Receptarier（医薬品処方士） － 5,577 5,778 5,871 5,927 5,955 6,024
Röntgensjukoterskor（診療放射線技師） － － 20 82 174 266 384

Sjukhusfysiker（病院技師） － 205 233 245 256 276 289

Sjukgymnaster（理学療法士） 13,527 13,957 14,327 14,694 15,029 15,343 15,668
Sjukskoterskor（看護師） 119,428 121,053 122,598 123,914 125,457 127,211 129,110
Tandhygienister（歯科衛生士） 3,084 3,220 3,390 3,534 3,644 3,826 3,989
Tandläkare（歯科医師） 11,171 11,237 11,193 11,115 11,060 10,988 10,970
資料出所 スウェーデン保健福祉庁 (Socialstyrelsen) “Statistik över hälso-och sjukvardspersonal 2004-12-31”

（注）　表中の日本語名称は仮訳である。

（人）
年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

生活保護 691,982 581,322 522,242 469,004 434,046 418,395 417,491
高齢者・障害在宅サービス 140,746 140,686 135,637 135,845 140,011 143,399 148,693
高齢者・障害者施設サービス 124,425 121,132 123,970 124,090 120,906 116,132 110,112
薬物・アルコール乱用青年のケア 11,753 11,174 12,258 12,538 12,039 12,340 11,205
被虐待児童・青少年のケア 17,072 18,013 18,346 18,881 19,399 19,880 20,202
（参考）総人口 8,854,322 8,861,426 8,882,792 8,909,128 8,940,788 8,975,670 9,011,392
資料出所 スウェーデン中央統計局（SCB）“Statistisk Årsbok for Sverige 2006”

（クローナ）
子供の数 児童手当額 多子加算額 合　計

1 1,050 － 1,050
2 2,100 100 2,200
3 3,150 454 3,604
4 4,200 1,314 5,514
5 5,250 2,364 7,614
6以上 １人当たり＋1,050 １人当たり＋1,050 １人当たり＋2,100

就学前児童に係る上限月額
（保育所及び家庭保育）

就学児童に係る上限月額
（学童保育所及び家庭保育）

第1子 所得の3％（最高1,260クローナ）まで 所得の2％（最高840クローナ）まで
第2子 所得の2％（最高  840クローナ）まで 所得の1％（最高420クローナ）まで
第3子 所得の1％（最高  420クローナ）まで 所得の1％（最高420クローナ）まで
第4子 無料 無料
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